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 出力制御対象者の選定については、これまでグループ単位としていましたが、再エネ出力制御
をよりきめ細やかに実施するため、2022年3月より事業者単位での選定に変更しました。

出力制御対象者の選定方法の変更
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出力制御対象者の選定方法①

＜年間計画（出力制御が30日・360時間を超過しない場合）＞

• 出力制御量低減の観点から、相対的に確度の高い出力制御量(出力想定の余剰分と想定の平均誤差相当)を
オフライン制御に割り付け、当日の需給状況に応じてオンライン制御を活用する。

• 公平性の観点からオンライン制御同士、オフライン制御同士は、各事業者を区別せず、順番に制御する。

出
力
制
御
量

［オフライン制御］ Ａ１～Ｃ９：太陽光 旧ルール(30日)
［オンライン制御］ Ｄ１～Ｄ９：太陽光 旧ルール(30日) 

Ｅ１～Ｅ９：太陽光 新ルール(360時間)
Ｆ１～Ｆ９：太陽光 無制限・無補償ルール(無制限)
Ｚ ：太陽光(10ｋＷ未満) 新ルール(360時間)

無制限・無補償ルール(無制限)
Ｗ１ ：風力 旧・新ルール(720時間)
Ｗ２ ：風力 無制限・無補償ルール(無制限)

A事業者 B事業者 C事業者 A事業者 C事業者

D事業者 E事業者

F事業者

１日目 2日目 3日目 4日目 ●日目・・・ 出力制御日数

オフライン制御

・・・
E事業者

 各事業者の出力制御が30日・360時間を超過しない見込みの場合は、以下の通り、出力制御を行い
ます。

（注）・30日･360時間を超過しない場合、オンライン制御同士、オフライン制御同士は、それぞれ年度単位で出力制御日数が均等
となるよう順番に出力制御を実施する。
・出力制御日数は、当社からの指令により出力制御を実施した場合、当日出力制御量の多寡に関わらず、1日とカウントする。
・計画的に制御を実施していく中で、制御量が不足する場合は、10kW未満[主に住宅用](Z)も制御する。

D事業者

F事業者
W1+W2

W1+W2

オンライン制御

【出力制御が年間30日・360時間を超過しない場合の制御（イメージ）】
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（注）・実運用においては、天候や需給状況により、事業者間で出力制御日数や出力制御量が異なる結果となる場合がある。

・計画的に制御を実施していく中で、制御量が不足する場合は、10kW未満[主に住宅用](Z)も制御する。

出力制御対象者の選定方法②

＜年間計画（出力制御が30日・360時間を超過する場合）＞

• 無制限・無補償ルール事業者の出力制御が過剰とならないよう、年間計画段階において旧ルールと新ルール事業
者の出力制御を30日および360時間(風力は等価時間管理で720時間まで全事業者一律制御)まで先に割り
当てた上で、更なる余剰に対して無制限・無補償ルール事業者を割り当てる。

• 運用段階においては、実績を見ながら、年度途中で無制限・無補償ルール(F)の制御が360時間よりも少なくなる
ようであれば、旧ルールおよび新ルールの制御を減らし、無制限・無補償ルールの制御を増やすなどの調整により、
公平を図る。
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A事業者 B事業者 C事業者 A事業者 C事業者
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D事業者

１日目 2日目 3日目 4日目 ●日目・・・ 出力制御日数

F事業者

Z

・・・

 各事業者の出力制御が30日・360時間を超過する見込みの場合は、以下の通り、出力制御を行い
ます。

W1+W2
W2

［オフライン制御］ Ａ１～Ｃ９：太陽光 旧ルール(30日)
［オンライン制御］ Ｄ１～Ｄ９：太陽光 旧ルール(30日) 

Ｅ１～Ｅ９：太陽光 新ルール(360時間)
Ｆ１～Ｆ９：太陽光 無制限・無補償ルール(無制限)
Ｚ ：太陽光(10ｋＷ未満)新ルール(360時間)

無制限・無補償ルール(無制限)
Ｗ１ ：風力 旧・新ルール(720時間)
Ｗ２ ：風力無制限・無補償ルール(無制限)
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【出力制御が年間30日・360時間を超過する場合の制御（イメージ）】


